
 

令和 7年度 第 10回柿崎区地域協議会 次第 

日 時：令和 8年 1月 20日（火） 午後 6時 30分 
場 所：柿崎コミュニティプラザ 305～307会議室 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 報告事項 

⑴ 「上越市過疎地域持続的発展計画（案）について」の答申に対する回答について 

 ・・・・資料 1 

５ 自主的な審議 

⑴ 柿崎区地域協議会 各委員会の取組状況について ・・・・資料 2 

６ その他 

⑴  会議の開催日程について 

①  第 3回まちづくりフォーラム実行委員会 

日 時：令和 8年 1月 20日（火）地域協議会終了後 

場 所：柿崎コミュニティプラザ 3階 市民活動室 

②  柿崎区地域協議会だより編集委員会 

日 時：令和 8年 1月 23日（金）午後 6時 30分 

場 所：柿崎コミュニティプラザ 3階 市民活動室 

③  第 11回柿崎区地域協議会 

日 時：令和 8年 2月 17日（火）午後 6時 30分 

場 所：柿崎コミュニティプラザ 4階 多目的ルーム 

④  まちづくりフォーラム 

日 時：令和 8年 2月 22日（日）午前 9時 30分～11時 30分 

場 所：柿崎コミュニティプラザ 4階 ホール 

７ 閉 会 



上 地 第 2 - 5 号    

令和 8年 1月 9日   

 

  柿崎区地域協議会 

   会 長  𠮷 井 一 寛  様 

 

上越市長  小 菅 淳 一       

（総合政策部地域政策課）       

 

 

上越市過疎地域持続的発展計画（案）について（通知） 

 

 令和 7年 11月 18日付けで答申のあった諮問第 89号上越市過疎地域持続的発展計画（案）

について、下記のとおりとします。 

 

記 

 

上越市過疎地域持続的発展計画（案）について計画策定手続を進めることとします。今

後パブリックコメントを経て、令和 8年上越市議会 3月定例会に所要の議案を提出します。 

資料１



 

 

1 
 

  

各区地域協議会からの附帯意見に対する回答 

 

 

番号 区名 附帯意見 回答 

1 吉川区 

・吉川区地域協議会が実施した住民ア

ンケートにおいて、吉川区の重要な観

光資源として住民の多くが活性化を強

く望んでいる「尾神岳」と「道の駅よ

しかわ杜氏の郷」の施設整備について、

吉川区の住民の総意として、これらの

事業への優先的な事業実施をしてくだ

さい。 

・市では、第 7次総合計画に掲げる将来

都市像「暮らしやすく、希望あふれるま

ち 上越」の実現に向け、必要な施策を

講じているところであり、そうした中

で、市域の約 7割を占める過疎地域の持

続的発展が図られることは、市全体の安

全・安心な生活の確保につながるもので

あることから、過疎地域の実情に十分留

意し、必要な取組を行ってまいります。 

2 吉川区 

諮問に際しては、地域住民との意見交

換や意向確認及び地域協議会での審議

時間が必要であるため、諮問から答申

までには十分な時間をとるようにして

ください。 

過疎地域持続的発展計画の策定に当た

っては、国が示す方針との調整、県との

協議を始めとする手続に時間を要する

ところではありますが、市としては、今

後も地域協議会における審議時間を十

分確保できるよう努めてまいります。 

参考資料 



意見交換会実施のお願い 
 

柿崎区地域協議会  

佐 藤 昌 貴   

 

 

拝啓 

  平素より、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  さて、このたび当協議会が進めている自主的な審議に関しまして、●●●●様の活動 

を通じて感じている率直なご意見をうかがうため、意見交換会を開催させていただきた 

いと考えています。 

  つきましては、まずは意見交換受け入れの可否をお聞かせください。 

  その後、日程調整などを行いたいと存じます。 

 

  ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

敬具  

 

 

記 

 

１ 当協議会が進めている自主的な審議 

  「スポーツによるまちづくり」を実現するための体制構築についての意見書作成 

 

２ お聞きしたいこと 

  市内の多様な団体・人材の連携について●●●●様が活動を通じて感じていること。 

まちづくりに関する課題など。 

 

３ まちづくりの参考にした団体 

  当日お話しさせていただくまちづくりの理想形は、次の団体の活動を参考にしていま 

す。 

▲▲法人 □□□□  URL https://abcdefg.hijk.com/ 

 

 

 ※ 地域協議会につきましては、別紙「地域協議会とは？」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

 



別紙 

地域協議会とは？ 

 

○ 地域協議会とは？ 

   上越市 28 区に設置する地域協議会は、市長の附属機関です。 

様々な立場の住民同士が、地域住民としての観点から地域の課題につ 

いて話し合い、話し合った内容を地域団体等との連携・調整より取り組 

んだりするとともに、市長に意見として伝えること等を行います。 

 

○ どんな活動をしているの？ 

   地域協議会では、住民の皆さんが日常生活の中で改善が必要と感じて 

いるテーマについて、自主的に話し合うほか、市長から意見を求められ 

た案件（諮問）について、話し合います。 

 

【イメージ】地域協議会の話し合いの流れ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長から意見を 

求められたもの 

（例）市の施設などの設置や 

廃止、利用時間の変更等 

諮問事項 

答 申 

自主的に話し合

う必要があると

判断したもの 

（例）地域の公園の活用や 

郷土芸能の継承についての 

話し合いなど 

自主的な審議 

意 見 書 

地域団体 

との連携 


